
消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。

平成３１年３月１５日

熱海市長 齊 藤 栄

熱海市条例第９号

消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例

（熱海市駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第１条 熱海市駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１３年熱海市条例第４号）の一部を

次のように改正する。

別表中「１０８円」を「１１０円」に、「１，７２８円」を「１，７６０円」に、「

２１６円」を「２２０円」に、「３，４５６円」を「３，５２０円」に、「１５，１２０円」

を「１５，４００円」に、「１０，８００円」を「１１，０００円」に、「８，６４０円」

を「８，８００円」に改める。

（熱海市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部改正）

第２条 熱海市行政財産の目的外使用に関する使用料条例（昭和５９年熱海市条例第８号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１項第１号及び第２号ウ中「１００分の８」を「１００分の１０」に改める。

（熱海市総合福祉センター条例の一部改正）

第３条 熱海市総合福祉センター条例（昭和５４年熱海市条例第２１号）の一部を次のように

改正する。

別表の(1) 福祉センター使用料の表中「３，２４０円」を「３，３００円」に、「１万

８００円」を「１万１，０００円」に、「６，４８０円」を「６，６００円」に、「２万

１，６００円」を「２万２，０００円」に、「１，０８０円」を「１，１００円」に、「

２，１６０円」を「２，２００円」に、「４，３２０円」を「４，４００円」に、「

８，６４０円」を「８，８００円」に改め、同表の(2) 福祉センター附属設備等使用料の表

中「５４０円」を「５５０円」に改める。

（熱海市初島漁業集落排水処理施設条例の一部改正）

第４条 熱海市初島漁業集落排水処理施設条例（平成１８年熱海市条例第３２号）の一部を次

のように改正する。

第１２条の表中「３，３３０円」を「３，３９２円」に、「８２円」を「８３円」に、「

１６４円」を「１６７円」に改める。



（熱海市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第５条 熱海市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１３年熱海市条例第２４号）

の一部を次のように改正する。

第１１条第１項中「。以下「法」という。」を削る。

別表中「１，５４０円」を「１，５７０円」に、「１，０２０円」を「１，０５０円」に、

「４，１１０円」を「４，２００円」に、「２，７７０円」を「２，８３０円」に、「

８，２２０円」を「８，４００円」に、「５，５５０円」を「５，６７０円」に、

に、「２，５７０円」を「２，６２０円」に、「１，７４０円」を「１，７８０円」に、「

６，８９０円」を「７，０３０円」に、「４，７３０円」を「４，８３０円」に、「１万

３，７８０円」を「１万４，０７０円」に、「９，４６０円」を「９，６６０円」に改める。

（初島漁港管理条例の一部改正）

第６条 初島漁港管理条例（平成１３年熱海市条例第７号）の一部を次のように改正する。

第１３条第１項第１号中「次条第１項」を「次条」に改める。

第２３条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２号中「又は第２項、第９条第１項

若しくは第２項、第１２条第１項」を「若しくは第２項、第９条、第１２条」に、「、第

１７条」を「又は第１７条」に改め、同条第４号中「又は第１３条第１項、第１４条第１項、

第１８条」を「、第１３条第１項、第１４条又は第１８条」に改める。

「２，１６０」を「２，２００円」に、「４，３２０」を「４，４００円」に、「１万

２，９６０」を「１万３，２００円」に改め、同表の２ 使用料の表中

「 「

２，０５０円 ２，０５０円 を ２，１００円

」 」

「 「

別表第１の１ 利用料の表中
円

１，０８０
を

１，１００円

に、

」 」



６５０」を「６５０円」に改め、「熱海市道路占用料徴収条例」の次に「（昭和３２年熱海

市条例第２３号）」を加える。

別表第２の１ 土砂採取料の表中「１４０」を「１４０円」に、

２５」を「２５円」に、「４５」を「４５円」に、「６５」を「６５円」に改め、同表の

２ 占用料の表中

３円

７２円

３円

３円

６０５円

１，５４０円

「 「

円

４００
を

４００円

に、「１５０」を「１５０円」に、「

」 」

「 「

１６０ を １６０円 に、「１８０」を「１８０円」に、「

」 」

「 「

５０ を ５０円 に、「２４０」を「２４０円」に、「

」 」

円

３

７０

３

３

５９４

１，５１２

「 「

」

」

に改め、同表の３ 占用料の表中を



３７０」を「３７０円」に、

５５０」を「５５０円」に「２５」を「２５円」に改める。

（熱海市都市公園条例の一部改正）

第７条 熱海市都市公園条例（昭和４１年熱海市条例第４号）の一部を次のように改正する。

第６条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ 政令第６条第６項に掲げる場合に関する法第５条の９第１項の規定により読み替えて適

用する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築

物に限り、当該公園の敷地面積の１００分の１０を限度として同項本文の規定により認め

られる建築面積を超えることができることとする。

別表第３の２ 有料公園施設の表中「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「

１，２９０円」を「１，３２０円」に改める。

別表第４の４の項中「９７２円」を「９９０円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」

に、「３２円」を「３３円」に改める。

別表第６の１ 小山臨海公園の表を次のように改める。

１ 小山臨海公園

(1) 南熱海マリンホール

「 「

８０ を ８０円 に、「１８０」を「１８０円」に、「

」 」

時間区分

利用区分

午前 午後 夜間
午前及

び午後

午後及

び夜間
全日

備考

１ 金額の単位

は、円とする。

２ 「一般」とは、

満３歳未満の

者及び幼児・児

童・生徒以外の

者をいう。

３ 「幼児・児

童・生徒」とは、

幼児（満３歳以

上の者で学齢

に達しないも

のをいう。）、

9時から

12時ま

で

13時か

ら 17時

まで

17時か

ら 21時

まで

9時から

17時ま

で

13時か

ら21時

まで

9時から

21時ま

で

スポ

ーツ

ホー

ル

入場

料の

類を

徴収

しな

い場

合

アマチュア

スポーツ・レ

クリエー

ションに利

用する場合

一般 3,210 4,810 6,420 8,020 1万

1,230

1万

4,440

幼児・

児童・

生徒

2,140 3,210 4,280 5,350 7,490 9,630

その他の場合 9,630 1万

3,910

1万

9,260

2万

3,540

3万

3,170

4万

2,800

入場

料の

アマチュア

スポーツ・レ

一般 8,020 1万

2,090

1万

6,050

2万110 2万

8,140

3万

6,160



類を

徴収

する

場合

クリエー

ションに利

用する場合

幼児・

児童・

生徒

5,350 8,020 1万700 1万

3,370

1万

8,720

2万

4,070

小学校の児童

並びに中学校

及び高等学校

の生徒並びに

これらに準ず

る者をいう。

４ 利用時間を

経過したとき

は、当該利用料

金の１時間（１

時間に満たな

い場合の端数

は、１時間とす

る。）当たり相

当額に当該超

過時間を乗じ

て得た額とす

る。

５ スポーツホ

ールの一部を

占有して利用

する場合、その

利用面積が３

分の２、２分の

１又は３分の

１の場合は、そ

の割合に応じ

た利用料金と

し、それに満た

ないときの利

用料金におい

ても、利用料金

は当該利用料

金のそれぞれ

３分の２、２分

の１又は３分

の１の額とす

る。

６ 冷暖房設備

を利用する場

その他の場合 2万

4,070

3万

4,770

4万

8,150

5万

8,850

8万

2,920

10万

7,000

準備等のため利用する場

合（１時間につき）

530

武道

場

入場

料の

類を

徴収

しな

い場

合

アマチュア

スポーツ・レ

クリエー

ションに利

用する場合

一般 740 1,070 1,490 1,810 2,560 3,310

幼児・

児童・

生徒

530 740 1,070 1,280 1,810 2,350

その他の場合 2,140 3,210 4,280 5,350 7,490 9,630

入場

料の

類を

徴収

する

場合

アマチュア

スポーツ・レ

クリエー

ションに利

用する場合

一般 2,140 3,210 4,280 5,350 7,490 9,630

幼児・

児童・

生徒

1,600 2,240 3,210 3,850 5,450 7,060

その他の場合 6,740 9,630 1万

3,480

1万

6,370

2万

3,110

2万

9,850

卓球（１台につき） 一般 530 740 1,070 1,280 1,810 2,350

幼児・

児童・

生徒

320 530 640 850 1,170 1,490

バドミントン（１面のみ

の利用に限る。）

一般 850 1,280 1,710 2,140 2,990 3,850

幼児・

児童・

生徒

530 740 1,070 1,280 1,810 2,350

中ホ

ール

入場料の類を徴収しない

場合

4,280 6,420 1万700 1万700 1万

7,120

2万

1,400

入場料の類を徴収する場

合

1万

2,840

1万

9,260

3万

2,100

3万

2,100

5万

1,360

6万

4,200

準備等のため利用する場

合（１時間につき）

530

和室 入場料の類を徴収しない

場合

1,490 2,140 3,630 3,630 5,770 7,270

入場料の類を徴収する場

合

4,490 6,420 1万910 1万910 1万

7,330

2万

1,820



(2) テニスコート及び多目的広場

備考 単位の欄における午前、午後及び夜間の区分は、次のとおりとする。

１ 午前 午前７時から正午まで

２ 午後 正午から午後５時まで（１月４日から６月３０日まで及び９月１日から１２月

２８日まで）

正午から午後７時まで（７月１日から８月３１日まで）

第１

会議

室

第２

会議

室

第３

会議

室

入場料の類を徴収しない

場合

740 1,070 1,810 1,810 2,880 3,630 合の利用料金

は、当該利用料

金の１.５倍に

相当する額と

する。

入場料の類を徴収する場

合

2,140 3,210 5,350 5,350 8,560 1万700

舞台

（ス

ポー

ツホ

ール

）

収益又は営利を目的とし

ない場合

1,490 2,140 3,630 3,630 5,770 7,270

収益又は営利を目的とす

る場合

4,490 6,420 1万910 1万910 1万

7,330

2万

1,820

準備等のため利用する場

合（１時間につき）

220

トレ

ーニ

ング

ルー

ム

当日券（１人１回につき） 320

回数券（１２回分） 3,200

用具 ピアノ（１時間につき） 1,070

区分 単位 利用料金

テニスコート（１面当たり） 市民 午前及び午後１時間当たり ５５０円

夜間１時間当たり １,０５０円

市民以外の者 午前及び午後１時間当たり １,１００円

夜間１時間当たり １,６００円

多目的広場 市民以外の者 午前 ２,２００円

午後 ３,３００円

１日 ５,５００円



３ 夜間 午後５時から午後９時まで（１月４日から６月３０日まで及び９月１日から１２

月２８日まで）

午後７時から午後９時まで（７月１日から８月３１日まで）

別表第６の２ 姫の沢公園の表中「２，０５０円」を「２，１００円」に、「１，０２０

円」を「１，０５０円」に、「６，１７０円」を「６，３００円」に、「３，０８０円」を

「３，１５０円」に、「１６万４，５７０円」を「１６万８，０００円」に、「８万

２，２８０円」を「８万４，０００円」に改め、同表の３ 熱海海浜公園の表中「

１，３４０円」を「１，３６０円」に改める。

別表第７中「９７２円」を「９９０円」に、「２，１６０円」を「２，２００円」に、「

３２円」を「３３円」に改める。

（熱海市駅前広場条例の一部改正）

第８条 熱海市駅前広場条例（昭和４５年熱海市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第８条中「第７条第１項」を「前条第１項」に改める。

別表中「１，７２０円」を「１，７６０円」に、「６，０４０円」を「６，１６０円」に

改める。

（熱海市水道条例の一部改正）

第９条 熱海市水道条例（平成１０年熱海市条例第４号）の一部を次のように改正する。

第３２条第２項の表中「２万４，８４０円」を「２万５，３００円」に、「６２万

６，４００円」を「６３万８，０００円」に、「７万２００円」を「７万１，５００円」に、

「１７０万６，４００円」を「１７３万８，０００円」に、「１１万８，８００円」を「

１２万１，０００円」に、「３４７万７，６００円」を「３５４万２，０００円」に、「

３６万７，２００円」を「３７万４，０００円」に改める。

別表水道料金表の(1) 専用栓給水料の表中「１，２３２円」を「１，２５５円」に、「

１３３円」を「１３６円」に、「１５８円」を「１６１円」に、「１７９円」を「１８２円」

に、「２，５６２円」を「２，６１６円」に、「３，８９２円」を「３，９７８円」に、「

７，０５２円」を「７，２０５円」に、「１万４，９５２円」を「１万５，２７２円」に、

「４万１，８０２円」を「４万２，６１５円」に、「８万６，５５２円」を「８万

８，１８６円」に、「２６０円」を「２６５円」に、「２４円」を「２５円」に、「５００

円」を「５１６円」に、「７４０円」を「７６７円」に、「１，２２０円」を「１，２７０

円」に改め、同表の(2) 特別栓給水料（工事用その他のもの）の表中「５，０６０円」を「



５，１５４円」に、「３３６円」を「３４２円」に、「８，４２０円」を「８，５８０円」

に、「１万１００円」を「１万２９２円」に、「１万６，８２０円」を「１万７，１４４円」

に改め、同表の(3) 消火栓給水料の表中「２８０円」を「２８６円」に改める。

（熱海市離島初島簡易水道条例の一部改正）

第１０条 熱海市離島初島簡易水道条例（昭和３９年熱海市条例第３７号）の一部を次のよう

に改正する。

第２４条第２項の表中「２万４，８４０円」を「２万５，３００円」に、「６２万

６，４００円」を「６３万８，０００円」に、「７万２００円」を「７万１，５００円」に、

「１７０万６，４００円」を「１７３万８，０００円」に、「１１万８，８００円」を「

１２万１，０００円」に、「３４７万７，６００円」を「３５４万２，０００円」に、「

３６万７，２００円」を「３７万４，０００円」に改める。

第２６条中「手続き等」を「手続等」に、「昭和５０年熱海市規則第１７号」を「平成

２９年熱海市規則第５号」に改める。

別表給水使用料表の(1) 給水使用料の表中「１，３９３円」を「１，４１９円」に、「

２０１円」を「２０５円」に改め、同表の(2) 消火栓を使用した場合の使用料の表中「

２０１円」を「２０５円」に改める。

（熱海市下水道条例の一部改正）

第１１条 熱海市下水道条例（平成１１年熱海市条例第６号）の一部を次のように改正する。

第３１条第１項中「次の各号」を「次の表の左欄」に、「事務について、当該事務の申請

者から、」を「区分に応じ、それぞれ」に、「当該各号」を「同表の右欄」に、「定める」

を「掲げる」に改め、「手数料を」の次に「申請者から」を加える。

第３６条第１項中「都市計画法」の次に「（昭和４３年法律第１００号）」を加える。

別表中「２，７７５円」を「２，８２７円」に、「２５円」を「２６円」に、「１４４円」

を「１４７円」に、「１５７円」を「１６０円」に、「１７１円」を「１７４円」に、「

９６円」を「９７円」に改める。

（熱海市温泉条例の一部改正）

第１２条 熱海市温泉条例（昭和４８年熱海市条例第３号）の一部を次のように改正する。

第７条中「第２５条第１項」を「第２５条」に改める。

第９条第１項中「６万４，８００円」を「６万６，０００円」に改め、同条第２項中「５

万８，３２０円」を「５万９，４００円」に改める。



第２１条第２項中「３１９円」を「３２４円」に改め、同項ただし書中「５３５円」を「

５４４円」に改める。

別表第１中「４６万４，４００円」を「４７万３，０００円」に、「７４万５，２００円」

を「７５万９，０００円」に、「３２万４，０００円」を「３３万円」に、「１２２万

４００円」を「１２４万３，０００円」に、「９７万２，０００円」を「９９万円」に、「

１４４万７，２００円」を「１４７万４，０００円」に、「１２６万３，６００円」を「

１２８万７，０００円」に、「１７６万４００円」を「１７９万３，０００円」に、「４万

８，６００円」を「４万９，５００円」に、「５万４，０００円」を「５万５，０００円」

に、「８，６４０円」を「８，８００円」に、「８万１，０００円」を「８万２，５００円」

に、「１０万２，６００円」を「１０万４，５００円」に、「１万７，２８０円」を「１万

７，６００円」に、「９万７，２００円」を「９万９，０００円」に、「１０万８，０００

円」を「１１万円」に、「１６万２，０００円」を「１６万５，０００円」に、「２０万

５，２００円」を「２０万９，０００円」に、「３万４，５６０円」を「３万５，２００円」

に改める。

別表第２中「１万５，６２０円」を「１万５，９０９円」に、「５４８円」を「５５８円」

に、「５７７円」を「５８７円」に、「１万７，６５１円」を「１万

７，９７７円」に、「６１８円」を「６２９円」に、「６５２円」を「６６４円」に、「３

万５，７９０円」を「３万６，４５２円」に、「５７２円」を「５８２円」に、「７００円」

を「７１２円」に、「５万４，７７１円」を「５万５，７８５円」に、「５８７円」を「

５９７円」に、「７２０円」を「７３３円」に、「１万２２３円」を「１万４１２円」に、

「１２０円」を「１２２円」に、「１４１円」を「１４３円」に、「１万１，００１円」を

「１万１，２０４円」に、「１３１円」を「１３３円」に、「１５３円」を「１５５円」に、

「２万４４６円」を「２万８２４円」に、「２４１円」を「２４５円」に、「２８２円」を

「２８７円」に、「２万２，００３円」を「２万２，４１０円」に、「２６３円」を「

２６７円」に、「３０６円」を「３１１円」に、「６万１，８５８円」を「６万３，００３

円」に、「７１６円」を「７２９円」に、「８１３円」を「８２８円」に改める。

別表第３中「１万２，４９５円」を「１万２，７２６円」に、「１万４，１２１円」を「１

万４，３８２円」に、「２万８，６３１円」を「２万９，１６１円」に、「４万３，８１６

円」を「４万４，６２７円」に、「８，１７７円」を「８，３２８円」に、「８，８００円」

を「８，９６２円」に、「１万６，３５５円」を「１万６，６５７円」に、「１万



７，６０１円」を「１万７，９２６円」に改める。

（熱海市公民館条例の一部改正）

第１３条 熱海市公民館条例（昭和３７年熱海市条例第２号）の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第７条関係）

(1) 中央公民館使用料

(2) 中央公民館附属設備の使用料

(3) 中央公民館冷暖房装置使用料

時間

区分

午前９時から

午後１時まで

午後１時から

午後５時まで

午後５時から

午後９時まで

調理実習室

（栄養指導室を含む。）
１，６５０円 １，６５０円 ３，３００円

和室１（婦人サロン） ３３０円 ３３０円 ６６０円

和室２ ３３０円 ３３０円 ６６０円

第１会議室 ８８０円 ８８０円 １，７６０円

視聴覚室 ２，２００円 ２，２００円 ４，４００円

多目的会議室 ３，３００円 ３，３００円 ６，６００円

第２会議室 ５５０円 ５５０円 １，１００円

種別 内容 数量 １回の使用料

ピアノ １回 ２，２００円

映写機 １６mmクセノン １式 ２，２００円

拡声器 アンプ・マイクその他の拡声器類 １式 １，１００円

録音機 テープデッキその他の録音機器類 １式 １，１００円

時間

区分

午前９時から

午後１時まで

午後１時から

午後５時まで

午後５時から

午後９時まで

調理実習室

（栄養指導室を含む。）
６６０円 ６６０円 ８８０円

和室１（婦人サロン） ２２０円 ２２０円 ３３０円

和室２ ２２０円 ２２０円 ３３０円



(4) 泉公民館使用料

(5) 泉公民館冷暖房装置使用料

(6) 網代公民館使用料

(7) 網代公民館冷暖房装置使用料

第１会議室 ４４０円 ４４０円 ５５０円

視聴覚室 ８８０円 ８８０円 １，１００円

多目的会議室 １，７６０円 １，７６０円 ２，２００円

第２会議室 ２２０円 ２２０円 ３３０円

時間

区分

午前９時から

午後１時まで

午後１時から

午後５時まで

午後５時から

午後９時まで

ホール １，６５０円 １，６５０円 ３，３００円

和室 ３３０円 ３３０円 ６６０円

時間

区分

午前９時から

午後１時まで

午後１時から

午後５時まで

午後５時から

午後９時まで

ホール １，５４０円 １，５４０円 １，９８０円

和室 ２２０円 ２２０円 ３３０円

時間

区分

午前９時から

午後１時まで

午後１時から

午後５時まで

午後５時から

午後９時まで

集会室 ２，２００円 ２，２００円 ３，３００円

会議室（１室につき） ８８０円 ８８０円 １，３２０円

和室（大） １，１００円 １，１００円 １，６５０円

和室（小） ３３０円 ３３０円 ６６０円

調理実習室 １，６５０円 １，６５０円 ３，３００円

武道場 ２，２００円 ２，２００円 ３，３００円

時間

区分

午前９時から

午後１時まで

午後１時から

午後５時まで

午後５時から

午後９時まで

集会室 １，５４０円 １，５４０円 １，９８０円

会議室（１室につき） ５５０円 ５５０円 ７７０円

和室（大） １，１００円 １，１００円 １，６５０円



備考

１ 使用時間を経過したときは、当該使用料の１時間（１時間に満たない場合の端数

は、１時間とする。）当たり相当額に当該超過時間を乗じて得た額（当該額に１０円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

２ 市民以外の者が使用する場合の使用料は、当該使用料の１．２倍に相当する額（当

該額に１０円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

３ 調理実習室において使用したガス及び水道の料金の額は、１時間につき、それぞ

れ２２０円とする。

（熱海市立学校施設使用条例の一部改正）

第１４条 熱海市立学校施設使用条例（平成２年熱海市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。

別表第１の１ 屋内運動場の表中「１，０４０円」を「１，０７０円」に、「２，０８０

円」を「２，１４０円」に、「３，１２０円」を「３，２１０円」に、「５２０円」を「

５３０円」に、「１，５６０円」を「１，６００円」に、「６３０円」を「６４０円」に改

め、同表の２ 屋内プールの表中「３１０円」を「３２０円」に、「４６０円」を「４８０

円」に、「１５０円」を「１６０円」に、「６，２９０円」を「６，４２０円」に、「

９，４３０円」を「９，６３０円」に、「３，１００円」を「３，２００円」に、「

４，６００円」を「４，８００円」に、「１，５００円」を「１，６００円」に改め、同表

の３ 屋外運動場夜間照明施設の表中「３，１４０円」を「３，２１０円」に改める。

別表第２中「３，１００円」を「３，２００円」に改める。

（熱海市民グラウンド条例の一部改正）

第１５条 熱海市民グラウンド条例（昭和４４年熱海市条例第９号）の一部を次のように改正

する。

別表中「３万８５０円」を「３万１，５００円」に、「２，０５０円」を「２，１００円」

に、「４，１１０円」を「４，２００円」に、「６万１，７１０円」を「６万３，０００円」

に、「８，２２０円」を「８，４００円」に改める。

附 則

和室（小） ５５０円 ５５０円 ７７０円

調理実習室 １，１００円 １，１００円 １，６５０円

武道場 １，５４０円 １，５４０円 １，９８０円



（施行期日）

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、第５条の規定による熱海市自

転車等駐車場の設置及び管理に関する条例第１１条の改正規定、第６条の規定による初島漁

港管理条例第１３条及び第２３条の改正規定、第７条の規定による熱海市都市公園条例第６

条の改正規定、第８条の規定による熱海市駅前広場条例第８条の改正規定、第１０条の規定

による熱海市離島初島簡易水道条例第２６条の改正規定、第１１条の規定による熱海市下水

道条例第３１条及び第３６条の改正規定、第１２条の規定による熱海市温泉条例第７条の改

正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 熱海市駐車場の設置及び管理に関する条例第１１条第１項、熱海市自転車等駐車場の設置

及び管理に関する条例第１３条第１項及び熱海市都市公園条例第２８条第２項に規定する承

認は、この条例の施行の日前においても、第１条の規定による改正後の熱海市駐車場の設置

及び管理に関する条例別表、第５条の規定による改正後の熱海市自転車等駐車場の設置及び

管理に関する条例別表並びに第７条の規定による改正後の熱海市都市公園条例別表第６及び

別表第７に定める額の範囲内で行うことができる。

３ 第２条の規定による改正後の熱海市行政財産の目的外使用に関する使用料条例第２条の規

定、第３条の規定による改正後の熱海市総合福祉センター条例別表の規定、第６条の規定に

よる改正後の初島漁港管理条例別表第１の規定、第７条の規定による改正後の熱海市都市公

園条例別表第３及び別表第４の規定、第８条の規定による改正後の熱海市駅前広場条例別表

の規定、第１３条の規定による改正後の熱海市公民館条例別表の規定、第１４条の規定によ

る改正後の熱海市立学校施設使用条例別表第１及び別表第２の規定並びに第１５条の規定に

よる改正後の熱海市民グラウンド条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可

等に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可等に係る使用料等については、なお

従前の例による。

４ この条例の施行の際現に改正前の熱海市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例別表

に規定する回数駐車の利用料金又は改正前の熱海市立学校施設使用条例別表第１に規定する

回数券若しくは別表第２に規定する月間パスポートの使用料を納付した者については、なお

従前の例により利用することができる。

５ 第４条の規定による改正後の熱海市初島漁業集落排水処理施設条例第１２条の規定、第９

条の規定による改正後の熱海市水道条例別表の規定、第１０条の規定による改正後の熱海市



離島初島簡易水道条例別表の規定、第１１条の規定による改正後の熱海市下水道条例別表の

規定並びに第１２条の規定による改正後の熱海市温泉条例第２１条第２項、別表第２及び別

表第３の規定は、平成３２年１月徴収分から適用する。

６ この条例の施行の際現に改正前の熱海市初島漁業集落排水処理施設条例の規定、改正前の

熱海市水道条例の規定、改正前の熱海市離島初島簡易水道条例の規定、改正前の熱海市下水

道条例の規定及び改正前の熱海市温泉条例の規定により徴収すべきであった料金等の取扱い

については、第４条の規定による改正後の熱海市初島漁業集落排水処理施設条例の規定、第

９条の規定による改正後の熱海市水道条例の規定、第１０条の規定による改正後の熱海市離

島初島簡易水道条例の規定、第１１条の規定による改正後の熱海市下水道条例の規定及び第

１２条の規定による改正後の熱海市温泉条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

７ 第１２条の規定による改正後の熱海市温泉条例第９条第１項及び第２項並びに別表第１の

規定は、この条例の施行の日以後の普通供給等の許可に係る供給加入金等について適用し、

同日前の普通供給等の許可に係る供給加入金等については、なお従前の例による。


